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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年１０月８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 沈没 

発生日時 平成２７年５月１０日 ０２時００分ごろ 

発生場所 新潟県糸魚川
い と いが わ

市姫川港 

姫川港沖防波堤東灯台から真方位１７２°４２０ｍ付近 

 （概位 北緯３７°０２.９２′ 東経１３７°５１.０２′） 

事故調査の経過  平成２７年５月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者としての船長からの意見聴取は、本人が本事故で死亡し

たため、行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート 飛鳥
あ す か

Ⅱ、０.１トン 

なし、不詳 

 ３.６０ｍ×１.３３ｍ×０.４８ｍ、ＦＲＰ 

 不詳、不詳、不詳 

乗組員等に関する情報 船長 男性 ３２歳 

 二級小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成２５年１０月３日 

  免許証交付日 平成２５年１０月３日 

         （平成３０年１０月２日まで有効） 

同乗者Ａ 男性 ４２歳 

同乗者Ｂ 男性 ６６歳 

 死傷者等 死亡 ２人（船長及び同乗者Ｂ）、軽傷 １人（同乗者Ａ） 

 損傷 船尾外板等が割損、船外機等が脱落 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、姫川港沖防波堤（以下「沖防波

堤」という。）で釣りを行う知人等２人（以下「同乗者Ａ」及び「同

乗者Ｂ」という。）を乗せ、平成２７年５月９日１８時３０分ごろ姫

川港の東ふ頭地区（漁港区）を出航し、沖防波堤に同乗者２人を瀬渡

した後、出発地に戻った。 

 同乗者Ａは、沖防波堤上で釣りを行っていたところ、１０日００時

ごろから風が強くなってきたことを感じ、釣りを行える状況ではなく

なったので、同乗者Ｂと共に釣り道具の片付けを行っていたところ、

予定の時間より早かったが、船長が迎えに来た。 

本船は、０１時ごろ、釣り道具を積み込んだ後、同乗者Ｂ、同乗者
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Ａの順に乗船し、同乗者Ａが前部スォートの右舷側に船首方を向いて

座り、同乗者Ｂが同左舷側に船尾方を向いて座り、沖防波堤に設けら

れた階段の所から港奥に向けて発進し、船長が船尾で船外機を操作し

ていた。 

同乗者Ａは、船首方から強い風浪を受ける状況であったので、下を

向いていたところ、船首方から打ち込んだ海水が足元に溜
た

まり始め、

釣り用のバケツで海水を汲
く

み出したが次第に船体が沈下していくのを

感じた。  

同乗者Ａは、本船が沈没した際に海中に投げ出されたが、付近に浮

いていたクーラーボックスの取っ手に掴
つか

まっていたところ、自動膨張

式の救命胴衣が膨らみ、周囲を見渡して何らかの明かりが一つ見えた

ものの、自身が本船から離れてしまったことが分かり、合羽のマジッ

クテープ付ポケットに入れていた防水型携帯電話により１１８番通報

して救助を求めた。 

同乗者Ａは、救助を求めた際、周囲に灯台の明かりと陸上の交通信

号機の明かりが見えたので、自身が沖防波堤と陸岸とのほぼ中間付近

にいることが分かり、その旨を通報した。 

同乗者Ａは、漂流しているうちにクーラーボックスの取っ手が外れ

て掴まることができなくなったが、周囲の灯火の見え具合から、次第

に陸岸側に流されていることが分かり、救命胴衣を手で保持しながら

陸岸に近づくのを待ち、消波ブロックに近づいたところで泳ぎ、同ブ

ロックに自力で這
は

い上がった。 

同乗者Ａは、風波を避けるため消波ブロックの裏側に回った後、消

波ブロックを乗り越えようとしたものの、その高さから断念し、０３

時０９分ごろ、再度、海上保安庁に通報し、その約１時間後、救助さ

れて救急車で病院に搬送され、低体温症と診断された。 

本船は、０５時１５分ごろ、本事故発生場所の東方約１,６００ｍ

の消波ブロックに、船外機が脱落した状態で漂着しているところを発

見された。 

船長及び同乗者Ｂは、行方不明となり、海上保安庁による捜索が行

われ、同乗者Ｂが０９時４６分ごろ消波ブロックに漂着しているとこ

ろを、船長が１２日１５時２０分ごろ潜水士により水深約４.７ｍの

海底で、それぞれ発見され、いずれも溺死の疑いと検案された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 引き揚げられた本船の状況 

参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り 

 本事故発生場所の西南西方約２.８km に位置する姫川港気象海象観

測地点の１０日００時００分～０３時００分の間の風向風速観測値

は、次のとおりであった。 
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時刻 

(時：分) 

平均 最大瞬間 

風向 風速(m/s) 風向 風速(m/s) 

00:00 東南東 ２.８ 東南東 ３.９ 

00:30 南東 １.６ 南 ３.７ 

01:00 南西 ２.２ 西南西 ６.５ 

01:30 西 １２.６ 西 １６.７ 

02:00 西 １３.３ 西南西 １６.７ 

02:30 西 １３.２ 西 １６.３ 

03:00 西北西 １３.５ 西北西 １７.６ 

海象：海面水温 約１５℃（気象庁 日別海面水温における観測値） 

 姫川港気象海象観測地点における波浪観測値は、次のとおりであっ

た。 

時刻 

（時：分） 
有義波 最高波 

波高

（ｍ） 

周期

（s） 

波高

（ｍ） 

周期

（s） 

00:00 ０.１３ ３.５ ０.２３ ３.９ 

00:30 ０.１６ ３.６ ０.３５ ３.７ 

01:00 ０.２６ ２.６ ０.４５ １.９ 

01:30 ０.３５ ２.７ ０.６９ ２.６ 

02:00 ０.５９ ２.８ １.１０ ２.７ 

02:30 ０.５７ ３.１ １.１２ ２.８ 

03:00 ０.６５ ３.１ １.３０ ２.９ 

「有義波」とは、ある地点で連続する波を観測したとき、波高の

高い方から順に全体の１／３の個数の波を選び、これらの波高及び

周期を平均したものをいう。１／３最大波ともいう。 

「最高波」とは、ある地点で観測された個別波の中で、波高が最

も高い波をいう。 

 平成２７年５月９日１７時新潟地方気象台発表の上越地方の天気予

報によれば、天気は曇り夜遅く晴れ、風は南西の風後やや強く、波は

１.０ｍの予報であった。 

 その他の事項 

 

同乗者Ａは、沖防波堤上から南方に向かって釣りを行っている間、

西からの潮の流れがとても強いと感じていた。 

同乗者Ａは、風が強くなった後、予定の時間より早く船長が迎えに

来たが、船長が自ら迎えに来たのか、同乗者Ｂが呼んだのか、知らな

かった。 

同乗者Ａは、沖防波堤への往航時、２０分程度の航行で到着したと

思ったが、帰航時は、風浪により本船が思ったように進まず、出発し

てから本事故が発生するまで、２０～３０分程度経過していたように
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感じた。 

同乗者Ａは、下を向いて座っていたとき、初めは少しかぶる程度だ

った波が次第に大きくなり、時折大きな波が船内に入り込み、足首の

上くらいまで海水が溜まっていた。 

同乗者Ａは、本事故後、１１８番通報したのが０２時０９分であっ

たことを知り、その時刻から逆算して沈没したのは０２時００分ごろ

ではないかと思った。 

同乗者Ａは、泳ぎがあまり得意ではなかったので、船に戻ること

や、岸に向けて泳ぐことはせず、海上保安庁に通報した後は、顔が海

面に沈まないよう救命胴衣を保持しながら、岸に近づくのを待った。 

船長は、本船により知人等の沖防波堤への瀬渡しを行い、謝礼を受

け取っていたが、遊漁船業の登録許可を受けていなかった。 

本船による瀬渡しは、同乗者Ｂが船長に依頼しており、同乗者Ａは

その詳細について把握していなかった。 

同乗者Ａは、本船に乗船するのが初めてで、沖防波堤上で釣りを行

うことも初めてであった。 

同乗者Ａは、同乗者Ｂが、日本海側で釣りを頻繁に行っているが、

沖防波堤上での釣りは初めてだと聞いた。 

沖防波堤は、関係者以外の立入りが禁止されており、沖防波堤を管

理している新潟県が、階段の昇り口の所に、危険立入禁止と掲示して

いた。 

本船は、中古で購入された後、小型船舶検査機構の検査及び登録を

行っていなかった。 

 同乗者Ａは、本船の船尾中央に５馬力の船外機が１機装備され、船

首側の中央部に支柱を立て、全周灯及び両色灯が点灯しているのを見

た。 

 本船は、最大搭載人員が３人で、本事故当時、２人分の釣り道具及

び満載のクーラーボックス２個を積載していた。 

発見時、船長は救命胴衣を着用しておらず、同乗者Ｂは救命胴衣を

着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

あり 

 本船は、姫川港において、風速約１３m/s の西風が吹く状況下、出

発地に向けて西進中、船首方から波高約１ｍの波を受けたことから、

海水が打ち込んで船体が次第に沈下し、沈没したものと考えられる。 

 本船が沈没するに至った状況については、船長が死亡していること

から、明らかにすることはできなかった。 

 本船は、船舶検査を受検していなかったことから、航行の用に供し
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てはならなかった。 

本船は、最大搭載人員が３人のところ、大人３人が乗船して２人分

の釣り道具及び満載のクーラーボックス２個を積載していたことか

ら、乾舷が減少していた可能性があると考えられる。 

 船長及び同乗者Ｂの死因は、溺死の疑いであった。 

 船長及び同乗者Ｂは、落水して溺死したものと考えられるが、溺死

に至った状況を明らかにすることはできなかった。 

 同乗者Ａは、低体温症を負った。 

 同乗者Ａは、落水し、海面水温約１５℃の海中に約１時間浸
つ

かって

いた後、消波ブロックに上がって約１時間後に救助されたことから、

低体温症に陥ったものと考えられる。 

 同乗者Ａは、消波ブロックに上がった後、風速約１３m/s の西風が

吹く状況下、消波ブロックの裏側に回って風波を避けていたことか

ら、重症に至らずに済んだ可能性があると考えられる。 

 立入りが禁止されている沖防波堤等において、釣りをしてはならな

かった。 

原因  本事故は、夜間、本船が、姫川港において、風速約１３m/s の西風

が吹く状況下、出発地に向けて西進中、船首方から波高約１ｍの波を

受けたため、海水が打ち込んで船体が次第に沈下し、沈没したことに

より発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・気象及び海象情報、船舶の堪航性を考慮し、適切な時機に帰航の

判断をすること。 

・乗船者は、救命胴衣を着用すること。 

・落水した場合には、救命胴衣により海面から顔が出るよう安全な

姿勢を保持し、防水型携帯電話により救助を要請し、体力を消耗

させないように救助を待つこと。 

・船舶検査を受検していない船舶は、航行の用に供してはならな

い。 

・立入禁止区域での釣りは、厳に慎むこと。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 
（国土地理院２万５千分の１地形図使用） 

 

 

 

 

写真１ 引き揚げられた本船の状況 

 

 

事故発生場所 

（平成２７年５月１０日 

 ０２時００分ごろ発生） 

同乗者Ａ救助位置 

本船漂着位置 

出発地 

姫川港 

姫川港沖防波堤東灯台 

姫川港気象海象観測地点 

本件防波堤 

新潟県糸魚川市 


